
錦 江 町 農 業 委 員 会 １ ２ 月 総 会 議 事 録 

 

○ 開催日時 平成２６年１２月１６日（火） 午後２時００分から 

○ 開催場所 錦江町 庁議室 

○ 出席委員（２０人） 

会長      １番  宿利原勝吉 

代理      ２番  基  岸澄 

委員      ３番  厚ケ瀬博文 

〃       ４番  水流 豊美 

〃       ５番  平原  栄 

〃       ６番  東郷 輝昭 

〃       ７番  毛下 利美 

〃       ８番  寺田 郁哉 

〃       ９番  安水 純一 

〃      １０番  牧原  昇 

〃      １１番  元丸 敏朗 

〃      １２番  鍋  康博 

〃      １３番  徳永 哲朗 

〃      １４番  貫見 和洋 

〃      １５番  畠中 正秋 

〃      １６番  黒瀬  正 

〃      １７番  鳥越 秀一 

〃      １８番  樋渡 俊信 

〃      １９番  鈴  一麿 

〃      ２０番  本釜 好子 

 

 

事務局職員  事務局長 窪 和人  書記 折久木まり子  書記 中野好太郎 

  



 

○議事日程 

 １、開会 

 

 ２、農業委員憲章朗読 

 

 ３、会長あいさつ 

 

 ４、議 事 

 

  第１ 議事録署名委員の指名 

 

  第２ 会務報告 

 

  第３ 附議事項 

 

     議案第２７号  錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更）について 

 

議案第２８号  農地法第３条許可申請について 

 

議案第２９号  農地法第５条許可申請について 

 

     議案第３０号  農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による農用地利 

             用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について 

          

     議案第３１号  非農地証明願いについて 

 

  



議 長  只今より平成２６年度１２月錦江町農業委員会総会の議事を開会いたします。 

 本日の総会の出席は全員出席であり、錦江町農業委員会会議規則第８条の規定

により、総会は成立していることをお知らせします。 

 

それでは、錦江町農業委員会会議規則第２３条第２項の規定により、本日の会

議録署名委員に １２番 鍋委員と １３番 徳永委員を指名いたしますので、よろ

しくお願いします。 

 

議 長 次に、会務報告についてを議題とします。 

事務局から報告と説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは１２月の会務報告を致します。 

１２月 ２日 農地売買事業の現地調査を行ったところです。 

１２月 ５日 田代地区の５条申請箇所の現地調査を行っています。 

１２月１０日 １２月議会が開会されまして、今回は田代支所で開催されたと

ころです。 

１２月１１日 １２月議会の一般質問が行われました。 

１２月１２日 大根占地区の５条申請箇所の現地調査を行っています。 

１２月１６日 本日、定例会でございます。 

１２月１９日 県農業会議諮問会議が開催されます。 

１２月２４日 １２月議会の最終日です。 

１２月２６日 仕事納めです。 

 １月 ５日 仕事始め式が行われますが、案内文書が入っていたと思います

が、都合を付けて出席してください。 

以上で、会務報告を終わります。 

 

議 長 只今の会務報告について、質問はありませんか。 

 

全委員 （発言なし） 

 

議 長 無いようですので、以上で会務報告を終わります。 

それでは附議事項に入ります。 

 

議 長 議案第２７号 錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更）についてを

議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 



事務局 

 

それでは議案第２７号 錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更）に

ついて説明いたします。 

申請者は、Ｋ・Ｈさん、Ｓ自治会在住の方です。 

申請地は、神川字幸昌寺１６１３番１、地目は畑、地積は３，３８１㎡ですが、

このうち５４６㎡を農業用施設用地、農業用倉庫を建設するために用途変更する

ものです。４頁から１０頁にかけて参考資料を添付してありますので、確認をお

願いいたします。 

この件の担当調査員は、２０番 本釜委員です。 

 

議 長 ただいま事務局から説明がありましたが、調査報告を、２０番 本釜委員お願

いします。 

 

２０番 

本釜委員 

調査報告をいたします。 

１２月１２日に、鳥越委員と事務局及びＫさん立ち合いのもとで現地調査を行

いました。 

今回申請の用途区分変更ですが、農業用倉庫建設のための申請です。 

畑３，３８１㎡のうち５４６㎡を用途変更するものです。 

現在、上堀内さんは新規就農者として頑張っていらっしゃいますが、将来の規

模拡大を見据えて、農業用倉庫建設を予定されています。 

付近の状況は、８頁の地図のとおり周辺は畑・雑種地でありますが、農業用倉

庫を建設しても何ら影響はないと思います。 

上堀内さんについては、農地も良く管理されており、今後も農業経営に意欲も

持っていらっしゃいますので、この用途区分変更については認めて良いと考えま

す。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当委員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、「議案第２７号 錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更）

について」を採決します。 

お諮りします。 

「議案第２７号 錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分変更）について」

は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 



委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます・ 

したがいまして、議案第２７号 錦江農業振興地域整備計画の変更（用途区分

変更）について」は、原案のとおり承認することに決定しました。 

 

議 長 次に、「議案第２８号 農地法第３条許可申請について」を議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第２８号 農地法第３条許可申請についてを説明いたします。 

受付番号５号の譲渡人は、Ｕ・Ｈさん、Ｔ都在住の方です。一方、譲受人は、

Ｕ・Ｍさん、Ｋ市自治会在住の方です。この申請は姉妹間の贈与による所有権移

転となっています。 

申請地は、馬場字西ノ下８６１番１、地目は田、地積は２，０１７㎡となって

います。Ｕ・Ｍさんの経営状況は、世帯員３名、労働力３名、自作地１０，４２

９㎡、貸付地１０，４７１㎡となっています。 

受付番号５号の担当調査員は、１７番 鳥越委員です。 

 

次に受付番号６号について説明いたします。 

受付番号６号の譲渡人は、Ｕ・Ｉさん、Ｋ市在住の方です。一方、譲受人は、

Ｍ・Ａさん、Ｉ自治会在住の方です。この申請は売買による所有権移転となって

います。 

申請地は、田代麓字カチヤ１，６１８番１、地目は畑、地積は５９９㎡、次が、

田代麓字カチヤ１，６１８番３、地目は畑、地積は２１５㎡で、２筆の合計は８

１４㎡となっています。 

Ｍ・Ａさんの経営状況は、世帯員２名、労働力２名、自作地３，０５６㎡、貸

付地３，３２４㎡となっています。 

受付番号６号の担当調査員は、１８番 樋渡委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお願

いいたします。 

先ず、受付番号５号について、１７番 鳥越委員お願いします。 

 

１７番 

鳥越委員 

Ｕ・ＨさんはＵ・Ｍさんの妹であり、Ｔ都に住まわれているということで、姉

妹間の贈与ということで、何ら問題は無いと思います。よろしくお願いします。 

 



議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号６号について、１８番 樋渡委員お願いいたします。 

 

１８番 

樋渡委員 

６号についてですが、これはＵ・ＩさんからＭ・Ａさんに、ここを買ってくれ

ないかと相談がありまして、Ｍ・Ａさんが良いですということで成立した訳です

が、これはＭ・Ａさんが２０年以上耕作されております。それとＵ・Ｉさんのお

母さんが体が弱くて、このＭ・Ａさんが面倒も見て、夏・冬の庭の手入れまで管

理されておりまして、是非Ｍ・Ａさんに譲りたいということで、今回成立したも

のです。値段的にはすごく安かったんですが、全部で２０万円です。これは今後

も親の面倒とか庭の管理とか、Ｕさんの土地まで管理してもらうということで。

Ｍ・Ａさんはもっと良い値段を、もっと高い値段を言われたんですが、Ｕ・Ｉさ

んが２０万円で良いというで、このように決まったものです。それでＭ・Ａさん

も下限面積３０アール以上耕作しておりますし、自分の土地、それも十分管理さ

れて、機械等も所有されていますので、何ら問題は無いと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただ今、各担当調査委員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１９番 

鈴 委員 

これは上のやつと何か関連があるんですかね。苗字も一緒だけど。面積も似て

いるけど。 

 

事務局 Ｕ・ＩさんとＵ・Ｍさんは夫婦です。 

財産的に上の方は大根占の土地で、下は湯ノ谷家の方の財産です。 

 

１９番 

鈴 委員 

じゃあ貸付地が、今度売られるということですね。上のほうの。 

 

事務局 いや違います。貸付地はＵさんが相続をされた農地が貸し付けられている。Ｍ

さんが大根占の方の相続をされた農地が貸付地です。 

自作地１０，４２９㎡の内の８１４㎡を売られるということです。 

 

１０番 

牧原委員 

だからこの自作地を１０，４２９㎡は一緒だよね。だからこれを売買して貸付

地だけを残すということになっているのけ。 

 

事務局 いや全部売られる訳では無いので、自宅に近い所の、家庭菜園的に使っていら

っしゃる畑だけをＭさんに売られるところです。 

１０，４２９㎡の内の８１４㎡を売られるということです。 

 



５番 

平原委員 

Ｍさんはいくつなんですか、歳は。 

１８番 

樋渡委員 

７２歳です。 

５番 

平原委員 

貸付地の方が多いがと思って。 

１８番 

樋渡委員 

これは営農組合で借りて、これ私の土地もあったんですが、幅が足りなくて私

の土地には。ハウスが幅が４０ｍ、長さが５０ｍの５連棟なんですが、１反５畝

ぐらいなんですが、座りきれなかったんです。その上に組合員の圃場があったん

ですが、そこは基礎が打てないということで。岩が出てですね。それでＭ・Ａさ

んにお願いして、そのハウスを組合で立てたところです。 

 

事務局 上部営農組合の育苗ハウスのところです。 

１８番 

樋渡委員 

それと８１４㎡ですが、この５９９㎡と２１５㎡ですが、これはちょうど真ん

中を町道が通っていまして、土地も別れているところです。 

 

８番 

寺田委員 

このＵさんは夫婦は解るんですが、夫婦で農業をしていらっしゃるんですか。 

 

事務局 米を作っていらっしゃいます。田代の方でされています。 

 

８番 

寺田委員 

３条の方で条件があるんじゃないの。 

 

事務局 まったく農業をされていないわけじゃなくて、米を作っていいらっしゃるの

で、農業をされているので、１５０日以上従事日数があるので。 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

議 長 質疑なしと認めます、 

これから、「議案第２８号 農地法第３条許可申請について」を採決します。 

議案第２８号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「意義なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２８号については原案のとおり許可することに決定し



ました。 

 

議 長 次に、「議案第２９号 農地法第５条許可申請について」を議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは「議案第２９号 農地法第５条許可申請について」を説明いたします。 

受付番号３号につきましては、売買によって太陽光発電設備を設置するため

に、現況の畑から変更するものです。 

申請者は、譲受人のＫ市在住のＡ・Ｒさんと譲渡人のＢ自治会在住のＩ・Ａさ

ん連名による申請となっています。 

申請地は、田代麓字荒田原４，５８６番 15、地目は台帳は山林ですが現況は畑、

地積は３，５８０㎡となっています。 

この申請地については、本年２月の定例総会において、農振除外の申請のあっ

た内の１筆です。１５ページから１９ページにかけて、位置図等を添付してあり

ますので、確認をお願いします。 

この件に関する担当調査員は、６番 東郷委員です。 

 

次に受付番号４号について説明いたします。 

本件については、議案第２７号で説明申し上げましたとおり、農業用倉庫建設

用地として転用するものでございます。 

申請人は、貸し人のＳ自治会在住のＫ・Ｍさんと、借り人のＫ・Ｈさんの連名

となっています。２０ページから２４頁にかけまして、位置図等を添付してあり

ますので確認をお願いします。 

この件に関する担当調査委員は、２０番 本釜委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただ今、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお願

いいたします。 

先ず、受付番号３号について、６番 東郷委員お願いします。 

 

６番 

東郷委員 

報告いたします。 

今説明もありましたが、前２月に売買の相談もあったんですが、今頃ちょっと

茶畑を買うような人がいなくて成立しなかったんですが、今回ソーラーの件で相

談があって、することになって、今回現地調査を基委員、役場３名の立ち合いで

見てきましたけれども、隣は前もありましたとおりＫさんのソーラーの工事がず

っと進んでいて、その隣ですので、その付近のお茶農家も全部やめられておって、

茶園も相当荒れていましたので、やむを得ないだろうということで、皆と話し合

って現地では承諾しました。皆さんのご意見をお願いします。 



議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号４号について、２０番 本釜委員お願いいたします。 

 

２０番 

本釜委員 

受付番号４号について報告いたします。 

本件については、先ほども説明いたしましたとおり、親子間の使用貸借による

農業用倉庫建設のための転用申請です。 

現地は１種農地ですが、不許可の例外の農業用施設建設ですので、問題は無い

と考えています。審議の方をよろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただ今、各担当調査委員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１０番 

牧原委員 

ソーラーはいま保留になっているけど、今から申請して良いんだろうか。 

 

事務局 ５０ＫＷ以下ということで、１９２枚のパネルを設置して４８ＫＷの出力の太

陽光発電施設なので、九州電力の方の承認と総務大臣の許可も取っていらっしゃ

って、それを添えて申請して頂いています。ですから建設は可能と考えられます。 

 

１９番 

鈴 委員 

そのほかにも契約があるんだろうか。 

 

事務局 契約は九電と、それから九州経済産業局からの売電設備の認定、それを取って

いらっしゃいます。 

 

１９番 

鈴 委員 

送電線の話で、設備は作って、例えば田代から大根占まで電線を付けてくれと

いうような、九電からそういうような送電線が大きくなかったら、すぐ近くの線

には繋げないような、何かそういうようなあれもあるみたいだから、ちゃんとそ

ういうところまで出来るんだろうかと。 

 

事務局 一応九電の承認も出てますので。今言われているのは送電線の容量が足りない

ということで、殆どが止まっている状態なんですけれども、今５０ＫＷ以下は良

いということで、そのべらぼうに大きな出力ではないので、今の送電線で耐えら

れるということで、許可が出たんだろうと推察しています。 

 

１６番 

黒瀬委員 

値段も相当下がっていいるんでしょ。 

事務局 今３６円か、そこらあたりだったと思います。最初は４２円ぐらいだったと思

いますが、大分下がってはいます。 

 



８番 

寺田委員 

先の３条で伺って５条で言う必要はないかもしれませんが、５４６㎡の申請

で、建物は９６㎡ですよね、５００幾らも必要やったあろかい。 

 

事務局 既存の施設が、既存の倉庫があるんです。それが手狭なので、そして新たに倉

庫をということで。地図では一枚の３，３８１㎡の農地なんですけれども、３段

になった段々の畑なんですよ。その一番上の畑の部分が５４６㎡です。三角にな

っている部分が。そこの３分の１ぐらいに倉庫が現在あるので、それを壊さずに

更に作るということで。 

 

８番 

寺田委員 

足して２００は超えんとな。 

事務局 既存の施設がある関係で、今回作る倉庫は１００㎡未満なんですけれども、そ

れに合わせて車の出し入れをする部分とか含めると２００㎡を超えるので、転用

の申請が必要であるということになります。 

 

８番 

寺田委員 

了解。 

議 長 他に質疑ないですか。 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます、 

これから、「議案第２９号 農地法第５条許可申請について」を採決します。 

議案第２９号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第２９号については原案のとおり許可することに決定し

ました。 

 



議 長 次に「議案第３０号 農業経営基盤強化促進法第１３条第４項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定）の錦江町長に対する要請について」を議題と

します。 

お諮りします。 

会議資料のとおり、今回は７６筆の利用集積計画について審議しなければなり

ませんので、事務局の説明と担当調査員の報告、質疑を６回に分けて行い、その

都度議決したいと思いますが、ご異議ありませんか。                                                                                                                             

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

それでは、議案第２６号のうち、受付番号２７３号から２８５号までを議題と 

します。 

 事務局の説明をお願いいたします。 

 

事務局 それでは、議案第２６号のうち、受付番号２７３号から２８５号までを説明い 

たします。 

 まず、受付番号２７３号の貸し人はＡ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。 

 申請地は、田代麓字高田山５，０９２番４、地目は田、地積は２，２９５㎡で

す。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月１４日までで、

小作料金は５，０００円となっています。 

 借り人は、Ｉ・Ｍさん、Ｂ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者２名、自作地６１，６１９㎡で、お茶、イン

ゲン、カボチャを主体とした経営をされています。労働従事日数は２５０日で、

農業機械の所有状況は、軽トラック、２ｔダンプ、防除機、摘採機各１台となっ

ています。 

 担当調査員は、２番 基委員です。 

 

 次の受付番号２７４号の貸し人はＡ・Ｈさん、Ｋ・Ｋ自治会在住の方です。 

 申請地は、神川字丸尾７，３８４番５、地目は畑、地積は１１，０８０㎡です。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３６年１２月１４日までで、小

作料金は１０アール当たり７，０００円となっています。 

 借り人は、Ｍ・Ｋさん、Ｍ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員２名、従事者２名、雇用が４名で６００日、自作地２４，

６２１㎡、小作地２９，０８４㎡で、タバコ、大根を主体とした経営をされてい

ます。労働従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター４台、Ａ

Ｐ－Ⅰ３台、マニアスプレダー・管理機各１台となっています。 

 



 次の受付番号２７５号から２７７号の貸し人はＫ・Ｍさん、Ｋ市在住の方です。 

 申請地は、２７５号が城元字前迫２，９４１番４、地目は畑、地積は２，０９

６㎡、２７６号が城元字一本桑３，６３９番２１、地目は畑、地積は２，７３１

㎡、２７７号が神川字小屋前７，７７０番１３、地目は畑、地積は１，２７８㎡

で、３筆の合計が６，１０５㎡となっています。 

 貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成２９年１２月１４日までで、小

作料金は全部で４３，０００円となっています。 

 借り人は、Ｏ・Ｎさん、Ｋ市在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者２名、小作地３４，５１８㎡で、しきみを主

体とした経営をされています。労働従事日数は３００日で、農業機械の所有状況

は、草刈り機３台、軽トラック２台、モア・動噴各１台となっています。 

 受付番号２７４号から２７７号の担当調査員は、３番 厚ケ瀬委員です。 

 

 次の受付番号２７８号の貸し人はＫ・Ｍさん、Ｋ町在住の方です。 

 申請地は、城元字牛道４，７６８番１、地目は畑、地積は２，５４８㎡となっ

ています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３２年１２月１４日ま

でで、小作料金は１０アール当たり２０，０００円となっています。 

 借り人は、Ｋ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者２名、雇用が４名で９０日、自作地３８，１

５８㎡、小作地２８，６０４㎡で、タバコ、甘藷、大根を主体とした経営をされ

ています。労働従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター・軽

トラック各４台、ＡＰ－Ⅰ３台、トラック２台となっています。 

 

次の受付番号２７９号、２８０号の貸し人は、Ｍ・Ｓさん、Ｋ自治会在住の方

です。 

 申請地は、２７９号が城元字長ホケ５，２１９番２、地目は畑、地積は１，５

８８㎡、２８０号が城元字長ホケ５，２１９番３、地目は畑、地積は１，４４６

㎡で、２筆の合計が３，０３４㎡なっています。貸付期間は、平成２６年１２月

１７日から平成３１年１２月１４日までで、使用貸借のため小作料金発生しませ

ん。 

 借り人は、Ｔ・Ｙさん、Ｋ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員２名、従事者１名、雇用が６名で２００日、自作地１４，

３６１㎡、小作地４１，１８６㎡で、甘藷を主体とした経営をされています。 

労働従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、コン

バイン、トラック、イモ堀り機各１台となっています。 

 

次の受付番号２８１号から２８３号の貸し人は、Ｎ・Ｎさん、Ｏ自治会在住の

方です。 



 申請地は、２８１号が馬場字龍ノ石６，２０３番、地目は畑、地積は６，２０

５㎡の内、３，５００㎡、２８２号が馬場字木道迫６，３２３番、地目は畑、地

籍は２，０４３㎡、２８３号が馬場字木道迫６，３２５番２、地目は畑、地積は

３４２㎡で、３筆の合計が５，８８５㎡となっています。 

貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月１４日までで、小

作料金は、２８１号が３５，０００円、２８２号、２８３号が２筆で２０，００

０円となっています。 

 借り人は、Ｙ・Ｙさん、Ｙ自治会在住の方です。 

 経営状況は、世帯員３名、従事者３名、雇用が２名で３００日、自作地２８，

１３１㎡、小作地４６，１７０㎡で、甘藷を主体とした経営をされています。労

働従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター４台、軽トラック

３台、ダンプ、甘藷掘り取り機、ツル払い機各１台となっています。 

 

次の受付番号２８４号の貸し人は、Ｉ・Ｍさん、Ｙ自治会在住の方です。 

 申請地は、馬場字標単山６，３３０番２、地目は畑、地積は２，３０８㎡とな

っています。貸付期間は、平成２７年１月１日から平成３６年１２月１４日まで

で、小作料金は３０，０００円となっています。 

 借り人は、２８１号からと同じＹ・Ｙさんです。 

 受付番号２７９号から２８４号の担当調査員は、９番 安水委員です。 

 

次の受付番号２８５号の貸し人は、Ｔ・Ｓさん、Ｓ自治会在住の方です。 

 申請地は、田代川原字宮前４００番１、地目は田、地積は７６５㎡となってい

ます。貸付期間は、平成２７年１月１日から平成３１年１２月１４日までで、小

作料金は２，０１０円となっています。 

 借り人は、Ｓ・Ｋさん、Ｓ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員４名、従事者３名、雇用が１０名で１５０日、自作地３９，

９８７㎡、小作地９１，５１１㎡で、甘藷、茶を主体とした経営をされています。

労働従事日数は３００日で、農業機械の所有状況は、トラック５台、トラクター、

管理機各３台、甘藷掘り取り機２台、防除機１台となっています。 

担当調査員は、７番 毛下委員です。 

以上です。 

 

議 長  ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。 

先ず、受付番号２７３号について、２番 基委員お願いします。 

 

 

 



２番 

基 委員 

説明をいたします。 

Ｉ・Ｍさん。この方はお茶専門でございました。最近のお茶離れといいますか、

そういう関係で今年の２月頃からこの土地を借りられたものです。その中で今年

はインゲンとカボチャを作って終わったところですけれども、最初は茶以外何も

出来ないから野菜を作って大丈夫かなあということでしたけれども、やってみて

良かったということで。この方は後継者が２人いらっしゃいます。そういうこと

で心配は無いと思います。認定農家でもありますし、頑張屋さんでもありますの

で、問題ないかと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号２７４号から２７７号までを、３番 厚ケ瀬委員お願いいたし

ます。 

 

３ 番 

厚ケ瀬委員 

受付番号２７４番の借り人のＭ。Ｋさんは、煙草、大根、牛等を生産、耕作さ

れております。畑の管理状況としましても綺麗に整備され、意欲と能力があり、

又、認定農家でもある方でございます。審議のほどよろしくお願いいたします。 

それから受付番号２７５番から２７７番の借り人のＯ・Ｎさんですが、これは

しきみ畑でございます。１１月のお母さんが亡くなって、貸し人の名義が変わっ

たということで、今度新規となっていますが継続のようなかたちで、Ｏさんが耕

作されております。畑の方も少しずつではございますが、綺麗にされているよう

でございます。よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号２７８号から２８４号までを、９番 安水委員お願いいたしま

す。 

 

９ 番 

安水委員 

 受付番号２７８番のＫ・Ｔさんは、毎月のように出て来る名前だと思いますが、

Ｔさんの方は、畑の管理もしっかり綺麗にされている方なので、何ら問題は無い

かと思っております。又、Ｋ・Ｔさんは主幹作物は煙草です。 

 受付番号２７９番、２８０番の借り人のＴ・Ｕさんも、畑は綺麗に管理されて

いる方です。Ｔさんは焼酎用の甘藷を主幹作物として経営をされております。何

ら問題は無いかと思っております。 

 ２８１番から２８４番までの借り人のＹ・Ｙさんは、現在錦江町の認定農業者

連絡協議会の会長をされている方で、農業に対しては非常に真面目に取り組んで

いる方ですので、何ら問題は無いかと思っております。よろしくお願いいたしま

す。 

 



議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号２８５号について、７番 毛下委員お願いいたします。 

 

７ 番 

毛下委員 

このＳ・Ｋさんは、甘藷を作って認定農業者なんですけれども、耕作地も田代

で借りて甘藷を作られているんですけれども、前このＴ・Ｓさんの所を借りてい

た方がもう米を作れないということで、Ｓさんにお願いしたところ、借りますと

いうことでございます。小作料が中途半端なんですけれども、水利費をというこ

とでここに書いて、水利費だけ払って、後はただということでした。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

１９番 

鈴 委員 

この２７９，２８０番ですが、０円になっているんですが、何か関係があるん

ですか親戚とか。 

 

９ 番 

安水委員 

Ｔ・Ｙさんの奥さん、Ｕさんの従妹になります。 

 

事務局 耕作放棄地の対象事業です。その関係で。荒れ地になっていたので。 

議 長 他に質疑ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３０号のうち、受付番号２７３号から２８５号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３０号のうち、受付番号２７３号から２８５号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３０号のうち、受付番号２７３号から２８５号につい

ては、原案のとおり決定しました。 

 



議 長 次に、議案第３０号のうち、受付番号２８６号から３０２号までを議題としま

す。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第３０号のうち、受付番号２８６号から３０２号までを説明い 

たします。 

先ず、受付番号２８６号の貸し人は、Ｋ・Ｓさん、Ｓ自治会在住の方です。申

請地は田代川原字上馬渡６，６０４番１、地目は田、地積は２，４１２㎡となっ

ています。貸付期間は、平成２７年１月１日から平成３６年１２月１４日までで、

小作料金は米１俵となっています。 

 借り人は、Ｉ・Ｈさん、Ｉ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員１名、従事者１名で、自作地１２，５１２㎡、小作地７９

７㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。労働従事日数は３００日で、

農業機械の所有状況は、２ｔダンプ、軽トラック、トラクター、下刈機各１台と

なっています。 

 

次の受付番号２８７号の貸し人は、Ｎ・Ｙさん、Ａ自治会在住の方です。 

 申請地は田代川原字川前４，０９５番２、地目は田、地積は１，３１０㎡とな

っています。貸付期間は平成２７年１月１日から平成３２年１２月１４日まで

で、使用貸借のため小作料金は発生しません。 

 借り人は、Ｎ・Ｈさん、Ｉ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員５名、従事者３名で、自作地２０，０１８㎡、小作地４，

０７９㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。労働従事日数は２５０日

で、農業機械の所有状況は、軽トラック２台、トラクター、ロールベイラー、ボ

ブキャット各１台となっています。 

 

次の受付番号２８８号から２９０号の貸し人は、Ｋ・Ｔさん、Ｉ自治会在住の

方です。 

 申請地は２８８号が田代川原字川前４，０９２番１０、地目は田、地積は１，

１６３㎡、２８９号が田代川原字池野後４，３２１番６、地目は田、地積は５２

９㎡、２９０号が田代川原字池野４，２９５番１、地目は田、地積は１，０７７

㎡で、３筆の合計は２，７６９㎡となっています。貸付期間は、平成２７年１月

１日から平成３６年１２月１４日までで、使用貸借のため小作料金は発生しませ

ん。 

 借り人は、２８７号と同じＮ・Ｈさんです。 

 

次の受付番号２９１号から２９５号の貸し人は、Ｈ・Ｔさん、Ｔ自治会在住の

方です。 



 申請地は２９１号が田代川原字白桃ノ下８９６番、地目は田、地積は２，８９

０㎡、２９２号が田代川原字上ノ宮９０４番、地目は田、地積は３９０㎡、 

２９３号が田代川原字上ノ宮９０５番、地目は田、地積は１６２㎡、２９４号

が田代川原字上ノ宮９０６番、地目は田、地積は３０７㎡、２９５号が田代川原

字石飛３，９７９番３、地目は田、地積は４３７㎡で、５筆の合計は４，１８６

㎡となっています。貸付期間は平成２６年１２月１７日から平成３６年１２月１

４日までで、使用貸借のため小作料金は発生しません。 

借り人は、Ｎ・Ｙ子さん、Ｍ町在住の方です。 

経営状況は、世帯員３名、従事者２名で、自作地５，０７７㎡で、水稲を主体

とした経営をされています。労働従事日数は２００日で、農業機械の所有状況は、

トラクター、軽トラック、下刈り機各１台となっています。 

受付番号２８７号から２９５号までの担当調査員は、１１番 元丸委員です。 

 

次の受付番号２９６号から２９８号の貸し人は、Ｓ・Ｉさん、Ｋ市在住の方で

す。 

 申請地は２９６号が田代麓字池増８９１番２、地目は田、地積は６７７㎡、２

９７号が田代麓字池増８９２番、地目は田、地積は９７８㎡、２９８号が田代麓

字池増８９３番１、地目は田、地積は１，２５６㎡で、３筆の合計は２，９１１

㎡となっています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月

１４日までで、小作料金は１０アール当たり４，０００円となっています。 

借り人は、Ｈ・Ｈさん、Ｍ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員２名、従事者２名で、自作地１１，０１８㎡、小作地３２，

７１０㎡で、水稲、野菜を主体とした経営をされています。労働従事日数は３０

０日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、運搬機２台、コンバイン、タ

イヤショベル各１台となっています。 

 担当調査員は、１２番 鍋委員です。 

 

 次の受付番号２９９号の貸し人はＫ・Ｋさん、Ｋ・Ｓ自治会在住の方です。 

 申請地は田代川原字城ノ脇１，７０９番１、地目は畑、地積は１，１４２㎡と

なっています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月１４

日までで、小作料金は５，０００円となっています。 

借り人は、Ｍ・Ｙさん、Ｋ・Ｓ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員２名、従事者１名で、自作地１，４６０㎡、小作地２，４

４７㎡で、水稲、野菜を主体とした経営をされています。労働従事日数は２００

日で、農業機械の所有状況は、管理機、下刈機各１台となっています。 

 

次の受付番号３００号の貸し人はＨ・Ｈさん、Ｈ自治会在住の方です。 

 申請地は田代川原字早瀬原３，６３３番４、地目は畑、地積は２，４９４㎡と



なっています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月１４

日までで、小作料金は１０アール当たり５，０００円となっています。 

借り人は、Ｈ・Ｓさん、Ｈ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員５名、従事者２名で、自作地２２，９２７㎡、小作地４，

００５㎡で、野菜を主体とした経営をされています。労働従事日数は３００日で、

農業機械の所有状況は、トラクター２台、トラック、動噴、管理機各１台となっ

ています。 

 

次の受付番号３０１号の貸し人はＨ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方です。 

 申請地は田代川原字早瀬原３，６４９番１、地目は畑、地積は１，５１１㎡と

なっています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月１４

日までで、小作料金は１０アール当たり５，０００円となっています。 

借り人は、受付番号３００号と同じＨ・Ｓさんです。 

受付番号２９９号から３０１号までの担当調査員は、１４番 貫見委員です。 

 

次の受付番号３０２号の貸し人はＩ・Ｙさん、Ｍ自治会在住の方です。 

 申請地は神川字中之萩６，６１３番２、地目は畑、地積は３，８４８㎡となっ

ています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月１４日ま

でで、小作料金は１０，０００円となっています。 

借り人は、Ｔ・Ｍさん、Ｕ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、雇用が５名で３８０日、自作地４０，

７９０㎡、小作地３５，４７１㎡で、甘藷、加工大根を主体とした経営をされて

います。労働従事日数は２５０日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、

ショベル、ハーベスター、大根洗い機、大根掘り取り機各１台となっています。 

この件の担当調査員は、１６番 黒瀬委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。 

先ず、受付番号２８６号から２９５号までを、１１番 元丸委員、お願いいた

します。 

１１番 

元丸委員 

報告します。 

２８６号についてですが、今年の夏まで作付けされておりました方が、期限が

切れたということで、必要なくなったと申し出がありました。この借り人のＩ・

Ｈさんに無理を言いましてお願いしたところです。もう既にイタリアンを植え付

けされておりまして綺麗に発芽もしております。問題ないと思っております。 

それから２８７号から２９０号の借り人のＮ・Ｈさんですが、認定農家でもあ

りますし、後継者もいます。土地の管理もしっかりされています。この小作料の



０というのが出てきますが、これはＨ地区の水田はほとんどが中山間事業の直接

支払制度に参加しておりまして、その分の個人配分が地主さんに支払われており

ます。その関係でほとんどの方が闇小作でも０というようなことが出てきます。 

２９１号から２９５号の借り人のＮ・Ｙさんですが、この方はＭ町のＹ在住で

すが、Ｈ・Ｔさんとは親子関係でありまして、Ｈさんの農業者年金のための移譲

でありますので、何ら問題は無いと思っております。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号２９６号から２９８号までを、１２番 鍋委員お願いいたしま

す。 

 

１２番 

鍋 委員 

説明します。 

この池増という場所は、先月の定例会でも説明を申し上げましたが、田代の駐

在所より二股を左側の集落の方へ曲がり、約３００ｍ行ったところにこの圃場が

あります。前耕作者はＳさんでしたが、甘藷を作っていらっしゃいましたが、湿

田気味ということで、この度打ち切りということになったため、米作りをされて

いるＨさんに相談してあっせんが成立したものです。Ｈさんは錦江町の定める農

地取得要件に照らし合わせて見ましても、認定農業者でもあり、従事日数、意欲

能力等問題無く､また農地の利用状況等についても大きな問題も無いと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ありがとうございました。 

 次に、受付番号２９９号から３０１号までを、１４番 貫見委員お願いいたし

ます。 

 

１４番 

貫見委員 

報告いたします。 

２９９号の借り人のＭ・Ｙさんは７６歳ではございますが、ここは家庭菜園と

して利用されているようでございます。また、他の農地も綺麗に整備されている

ので、何ら問題は無いかと思います。 

受付番号３００号と３０１号の借り人のＨ・Ｓさんは、ブロッコリーやゴーヤ、

野菜を中心に経営されております。この方は認定農家でもありますし、すべての

農地も綺麗に耕作されていますので、何ら問題は無いかと思います。 

終わります。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号３０２号について、１６番 黒瀬委員お願いいたします。 

 



１６番 

黒瀬委員 

それでは報告いたします。 

３０２号の借り人のＴ君と貸し人のＩさんでございますけれども、義理の兄弟

というようなことで、継続でございます。Ｔさんについては、前々の煙草廃作農

家というようなことで、現在は甘藷、キャベツ、ネギ、深ネギ、諸々の作物を計

画的に栽培される方でございまして、認定農家でもございます。錦江町が定める

ところの案件には全てクリアしていると考えているところでございます。畑につ

いても綺麗に耕作されて、地域の中堅的な青年であるということで、頑張ってい

らっしゃいますので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３０号のうち、受付番号２８６号から３０２号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３０号のうち、受付番号２８６号から３０２号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３０号のうち、受付番号２８６号から３０２号につい

ては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 しばらく休憩します。 

議 長 休憩前に引き続きまして、議題を再開いたします。 

議 長 次に、議案第３０号のうち、受付番号３０３号から３４０号までを議題としま

す。事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第３０号のうち、受付番号３０３号から３４０号までを説明い 

たします。 

先ず、受付番号３０３号から３０７号の貸し人はＨ・Ｙさん、Ｏ自治会在住の

方です。 申請地は、３０３号が田代麓字小梅枝１，１５９番１、地目は田、地

積は８４９㎡、３０４号が田代麓字小梅枝１，１７６番１、地目は田、地積は４



０６㎡、３０５号が田代麓字東ノ下１，１７７番１、地目は田、地積は７２３㎡、

３０６号が田代麓字東ノ下１，１７７番２、地目は田、地積は６４７㎡、３０７

号が田代麓字東ノ下１，１７８番１、地目は田、地積は２９５㎡で、５筆の合計

は２，９２０㎡となっています。 

貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３６年１２月１４日までで、使

用貸借のため小作料金は発生しません。 

借り人は、Ｍ・Ｍさん、Ｋ市在住の方です。 

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地５，７２３㎡で、水稲を主体と

した経営をされています。労働従事日数は１８０日で、農業機械の所有状況は、

トラクター、バインダー，下刈り機各１台となっています。 

 

次の３０８号、３０９号の貸し人はＯ・Ｍさん、Ｉ自治会在住の方です。 

 申請地は、３０８号が田代麓字段１，７３１番、地目は畑、地積は５９５㎡、

３０９号が田代麓字塩井川１，８６８番１、地目は田、地積は２，１２０㎡で、

２筆の合計は２，７１５㎡となっています。 

貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３６年１２月１４日までで、使

用貸借のため小作料金は発生しません。 

借り人は、Ｏ・Ｋさん、Ｉ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員３名、従事者１名、自作地３，９６４㎡で、水稲、野菜を

主体とした経営をされています。労働従事日数は１５０日で、農業機械の所有状

況は、トラクター、草刈り機、タイヤショベル、軽トラック各１台となっていま

す。 

 

次の３１０号の貸し人はＨ・Ｈさん、Ｈ市在住の方です。 

 申請地は、田代麓字折小野４，４１８番、地目は田、地積は９００㎡の内、 

７００㎡となっています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３２年

１２月１４日までで、小作料金は米（籾）1俵となっています。 

借り人は、Ｏ・Ｋさん、Ｏ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地３，８６２㎡、小作地７００㎡

で、水稲を主体とした経営をされています。労働従事日数は１５０日で、農業機

械の所有状況は、トラクター、軽トラック、下刈機各１台となっています。 

 

次の３１１号、３１２号の貸し人はＭ・Ｍさん、Ｙ自治会在住の方です。 

 申請地は、３１１号が田代麓字出口２，９０４番、地目は田、地積は１，９３

７㎡、３１２号が田代麓字山神２，８４４番１、地目は田、地積は１，６７８㎡

で、２筆の合計は３，６１５㎡となっています。 

貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月１４日までで、小

作料金は１０アール当たり５，０００円となっています。 



借り人は、Ｍ・Ｋさん、Ｎ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員３名、従事者３名、自作地２２，０８１㎡、小作地４８，

５３２㎡で、水稲、肉用牛を主体とした経営をされています。労働従事日数は３

００日で、農業機械の所有状況は、トラクター３台、軽トラック、２ｔダンプ各

１台となっています。 

次の３１３号から３１７号の貸し人はＹ・Ｋさん、Ｙ自治会在住の方です。 

 申請地は、３１３号が田代麓字牧原川原２，６５５番１、地目は田、地積は１

００㎡、３１４号が田代麓字牧原川原２，６５５番２、地目は田、地積は６００

㎡、３１５号が田代麓字牧原川原２，６５５番３、地目は田、地積は１，３１３

㎡、３１６号が田代麓字山神２，７２４番１、地目は田、地積は５００㎡、３１

７号が田代麓字山神２，７２４番２、地目は田、地積は６８５㎡で、５筆の合計

は３，１９８㎡となっています。 

貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月１４日までで、小

作料金は１０アール当たり５，０００円となっています。 

借り人は、３１１号からと同じＭ・Ｋさんです。 

 

次の３１８号、３１９号の貸し人はＹ・Ｋさん、Ｙ自治会在住の方です。 

 申請地は、３１８号が田代麓字東城戸１，９１５番１、地目は田、地積は１０

４㎡、３１９号が田代麓字東城戸１，９１５番２、地目は田、地積は１，０００

㎡で、２筆の合計は１，１０４㎡となっています。 

貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月１４日までで、小

作料金は全部で５，０００円となっています。 

借り人は、Ｔ・Ｔさん、Ｉ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、自作地６，２６０㎡、小作地６，０７

１㎡で、水稲、甘藷を主体とした経営をされています。労働従事日数は２６０日

で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、イモ堀り機、ツル払い機

各１台となっています。 

 

次の３２０号の貸し人はＨ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方です。 

 申請地は田代麓字城ノ脇１，８７９番、地目は田、地積は１，５５５㎡となっ

ています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月１４日ま

でで、小作料金は７，０００円となっています。 

借り人は、３１８号からと同じＴ・Ｔさんです。 

 

次の３２１号、３２２号の貸し人はＫ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方です。 

 申請地は、３２１号が田代麓字城ノ脇１，８７８番１、地目は田、地積は６９

１㎡、３２２号が田代麓字八田１，９００番１、地目は田、地積は６４８㎡で、

２筆の合計は１，３３９㎡となっています。 



貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月１４日までで、小

作料金は全部で５，０００円となっています。 

借り人は、３１８号からと同じＴ・Ｔさんです。 

 

次の３２３号、３２４号の貸し人はＮ・Ｉさん、Ｈ自治会在住の方です。 

 申請地は、３２３号が田代麓字土橋１，６３６番１、地目は畑、地積は６０４

㎡、３２４号が田代麓字土橋１，６３６番２、地目は畑、地積は１７１㎡で、２

筆の合計は７７５㎡となっています。 

貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３６年１２月１４日までで、小

作料金は全部で４，６００円となっています。 

借り人は、（株）Ｔ・Ｆさん、Ｋ自治会に拠点を置く法人です。 

経営状況は、従事者２名、雇用が２３名で６，３５０日、小作地６３，９００

㎡で、野菜を主体とした経営をされています。農業機械の所有状況は、トラック

１１台、トラクター、管理機各３台、乗用管理機２台、フォークリフト１台とな

っています。 

 

次の３２５号の貸し人はＵ・Ｎさん、Ｉ自治会在住の方です。 

 申請地は、田代麓字土橋１，６３３番、地目は畑、地積は１，００１㎡となっ

ています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３６年１２月１４日ま

でで、小作料金は６，０００円となっています。 

借り人は、３２３号からと同じ（株）Ｔ・Ｆさんです。 

 

次の３２６号から３２９号までの貸し人はＨ・Ｎさん、Ｈ自治会在住の方です。

申請地は３２６号が田代麓字土橋１，６３４番、地目は畑、地積は８８９㎡、 

３２７号が田代麓字土橋１，６３５番、地目は畑、地積は９８８㎡、３２８号が

田代麓字土橋１，６４０番２、地目は畑、地積は２７７㎡、３２９号が田代麓字

土橋１，６４０番１、地目は畑、地積は２４０㎡で、４筆の合計は２，３９４㎡

となっています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３６年１２月１

４日までで、小作料金は全部で１４，３００円となっています。 

借り人は、３２３号からと同じ（株）Ｔ・Ｆさんです。 

 

次の３３０号から３３５号までの貸し人はＵ・Ｎ子さん、Ｋ市在住の方です。 

 申請地は３３０号が田代麓字山神２，７４７番１、地目は田、地積は７８６㎡、

３３１号が田代麓字山神２，７４７番２、地目は田、地積は５５２㎡、３３２号

が田代麓字山神２，７４７番３、地目は田、地積は６７５㎡、３３３号が田代麓

字山神２，７４７番４、地目は田、地積は６６１㎡、３３４号が田代麓字山神２，

７４７番５、地目は田、地積は１，１０１㎡、３３５号が田代麓字山神２，７４

７番６、地目は田、地積は６３１㎡で、６筆の合計は４，４０６㎡となっていま



す。貸付期間は、平成２７年１月１日から平成３２年１２月１４日までで、小作

料金は１０ａ当たり５，０００円となっています。 

借り人は、Ｙ・Ｈさん、Ｙ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員３名、従事者２名、自作地５，１６８㎡、小作地５１，０

９８㎡で、肉用牛を主体とした経営をされています。労働従事日数は３００日で、

農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック、コンバイン、ベーラー、ラッ

プマシン、ダンプ各１台となっています。 

 受付番号３０３号から３３５号までの担当調査員は、１８番 樋渡委員です。 

 

次の３３６号から３３８号までの貸し人はＨ・Ｍさん、Ｋ市在住の方です。 

 申請地は３３６号が馬場字山之口ノ上２，２０１番、地目は田、地積は１，１

４１㎡、３３７号が馬場字地荒神ノ下２，３６０番１、地目は田、地積は６８０

㎡、３３８号が馬場字山ノ口１，５３８番１、地目は田、地積は６３３㎡で、３

筆の合計は２，４５４㎡となっています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日

から平成２９年１２月１４日までで、小作料金は全部で１３０，０００円となっ

ています。 

借り人は、Ｔ・Ｔさん、Ｓ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、雇用が２名、自作地６，３１８㎡、小

作地２，４５４㎡で、水稲、バレイショを主体とした経営をされています。 

労働従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、イモ掘り機、

軽トラック、動噴各１台となっています。 

 

次の３３９号の貸し人はＭ・Ｔさん、Ｋ自治会在住の方です。 

 申請地は、神川字高城１，５８２番１、地目は畑、地積は３０，３０３㎡の内

１５，０００㎡となっています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成

３１年１２月１４日までで、小作料金は１５０，０００円となっています。 

借り人は、Ｏ・Ｚさん、Ｓ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員３名、従事者３名、雇用が３名で３０日、自作地２，４７

３㎡、小作地１５，０００㎡で、バレイショ、野菜を主体とした経営をされてい

ます。労働従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター２台、管

理機４台、タイヤショベル各１台となっています。 

 

次の３４０号の貸し人はＴ・Ｓさん、Ｔ自治会在住の方です。 

 申請地は、馬場字八木田５３２番１、地目は田、地積は９２６㎡となっていま

す。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月１４日までで、

小作料金は２０，０００円となっています。 

借り人は、Ｏ・Ｍさん、Ｓ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員２名、従事者２名、雇用が１名で７０日、自作地９，５４



１㎡、小作地２，２１５㎡で、水稲、バレイショを主体とした経営をされていま

す。労働従事日数は２８０日で、農業機械の所有状況は、トラクター、トラック、

管理機、動噴各１台となっています。 

 受付番号３３６号から３４０号までの担当調査員は、２０番 本釜委員です。 

 以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、順次、担当調査員の調査報告をお

願いいたします。 

先ず、受付番号３０３号から３３５号までを、１８番 樋渡委員、お願いいた

します。 

 

１８番 

樋渡委員 

報告いたします。 

３０３号から３０７号、それから３０８号から３０９号を２つ一緒に説明いた

します。Ｈ・ＹさんとＭ・Ｍさんは親子関係であります。農業者年金移譲の関係

であり問題は無いかと思います。それからＯ・ＭさんとＯ・Ｋさんも年金の関係

で移譲ということで、これも何ら問題は無いと思います。 

それから３１０号のＨ・Ｈさんですが、これはＯ・Ｋさん、年齢はちょっと年

配の方なんですが、息子さんが近くにいらして休みのときは、お父さんも年齢の

割にはすごく元気です。だから息子さんが協力して圃場はちゃんと管理してあり

ます。この圃場は３０年ぐらい前からＯさんが、自分の土地の隣接している土地

でありまして、ずっと耕作している土地であります。何ら問題は無いかと思いま

す。 

それから３１１号から３１７号までのＭ・Ｋさんですが、Ｍ・Ｋさんは認定農

家でもあり、後継者もおります。圃場もちゃんと管理しておりますので、何ら問

題は無いかと考えます。 

３１８号から３１９号、それと３２０号、３２１号、３２２号までを説明いた

します。Ｔ・Ｔさんも今年も何回も上がって来ている訳ですが、年々良くなって、

管理もちょっとずつは良くなってはおります。今、奥さんと２人で大変頑張って

おりますので、それとお父さんが協力的でアドバイスしてちゃんとやっています

ので、何ら問題は無いと思います。 

次に３２３から３２４号のＮ・Ｉさん、３２５号のＵ・Ｎさん、３２６号から

３２９号のＨ・Ｎさんを説明いたします。この３２３号から３２９号のＴ・Ｆさ

んですが、皆さんもご存じの方が多いと思いますので、何ら問題は無いと思いま

す。それとこれは８筆となっていますが、圃場は１枚となっておりまして、作業

もしやすくなっておりますので、何ら問題は無いと思います。 

３３０号から３３５号のＹ・Ｈさんですが、この方も認定農家で後継者がおり

ます。それと６筆になっておりますが、圃場は３枚になっておりますので、管理

もちゃんとやりやすい状態になっておりますので、それと畜産農家でもう３０頭



規模になっております。それで息子さんもいますので、何ら問題は無いと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

次に、受付番号３３６号から３４０号までを、２０番 本釜委員お願いいたし

ます。 

 

２０番 

本釜委員 

報告いたします。 

３３６番から３３８番について報告いたします。借り人のＴ・Ｔさんは、主に

水稲、馬鈴薯、ハウスインゲンを耕作されております。引き続き耕作されたいと

いうことで要件等は問題ないと思われます。 

３３９番の借り人のＯ・Ｚさんは、以前Ｎ委員をされていて、認定の業者でも

あるので、特に問題は無いかと思われます。 

受付番号３４０なんですが、この中では最高齢と思われますが、以前息子さん

が耕作されていたんですが、お父さんのＭさんが耕作されるということで、是非

自分がやりたいということで、息子さんの手助けを借りながらやって行きたいと

いうことで問題は無いと思われます。以上です。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、各調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

８番 

寺田委員 

３３６号からのこの２，４５４㎡の１３万円というのは、ちょっと高いような

気がするんですが。 

 

２０番 

本釜委員 

昔からの値段であり、Ｈさんもその値段で貸したいということで、借り受け人

のＴさんもそれで承知しております。 

 

議 長 他に質疑はありませんか。 

１６番 

黒瀬委員 

３３０番のＹ・Ｈ君の後継者が居ると言われたけれども、後継者は。 

１８番 

樋渡委員 

後継者は未だですが、もう休みとかは来ているので。 

１６番 

黒瀬委員 

Ｎ・Ｈにいるあの子。 

１８番 

樋渡委員 

辞めて戻ってくるようにお父さんは言うんですけど、もうちょっと出してくだ

さいということで。 

 



議 長 他にありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３０号のうち、受付番号３０３号から３４０号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３０号のうち、受付番号３０３号から３４０号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３０号のうち、受付番号３０３号から３４０号につい

ては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 ここで、Ｎ委員の退席を求めます。 

（Ｎ委員退席） 

議 長 次に、議案第３０号のうち、受付番号３４１号、３４２号についてを議題とし

ます。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第３０号のうち、受付番号３４１号、３４２号について説明い 

たします。 

先ず、３４１号の貸し人はＡ・Ｆさん、Ｈ自治会在住の方です。 

 申請地は、田代麓字中村上原５，５４３番３、地目は畑、地積は１，６５７㎡

となっています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月１

４日までで、小作料金は１０アール当たり８，０００円となっています。 

借り人は、Ｎ・Ｋさん、Ｈ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員３名、従事者２名、自作地７，７２９㎡、小作地３１，３

６２㎡で、水稲、肉用牛、野菜を主体とした経営をされています。労働従事日数

は３００日で、農業機械の所有状況は、トラクター、軽トラック各２台、コンバ

イン、田植機、モアー、管理機、動噴各１台となっています。 

 

次の、３４２号の貸し人はＭ・Ｍさん、Ｋ市在住の方です。 

 申請地は、田代川原字平石前１５７番、地目は田、地積は１，５１１㎡となっ

ています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成３１年１２月１４日ま



でで、小作料金は米（籾）２俵となっています。 

借り人は、３４１号と同じＮ・Ｋさんです。 

以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の調査報告をお願いい

たします。 

受付番号３４１号、３４２号ついてを、７番 毛下委員、お願いいたします 

 

７番 

毛下委員 

Ａさんののは、今まで借りていてそれの継続です。Ｎ・ＫさんはＮ委員でもあ

りますし、継続です。Ｍさんののは、今までお母さんが何とか作っていたんです

けど、もう作れないということで、Ｋさんの隣の田んぼだったもんですから、作

ってもらえないかということでＮさんにお願いされたということです。Ｎさんは

Ｎ委員でもありますので、よろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３０号のうち、受付番号３４１号、３４２号についてを採決

します。 

お諮りします。 

議案第３０号のうち、受付番号３４１号、３４２号については、原案のとおり

決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３０号のうち、受付番号３４１号、３４２号について

は、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 ここで、Ｎ委員の入室、及び Ｔ委員の退席を求めます。 

（Ｎ委員入室、Ｔ委員退出） 

 

議 長 次に、議案第３０号のうち、受付番号３４３号についてを議題とします。 

事務局の説明をお願いします。 



事務局 それでは、議案第３０号のうち、受付番号３４３号について説明いたします。 

３４３号の貸し人はＭ・Ｔさん、Ｋ市在住の方です。 

 申請地は、田代麓字井手駄床５，０７９番４、地目は田、地積は２，３８０㎡

となっています。貸付期間は、平成２６年１２月１７日から平成２９年１２月１

４日までで、小作料金は１０アール当たり３，０００円となっています。 

借り人は、Ｔ・Ｔさん、Ｔ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員７名、従事者４名、自作地６４，３８０㎡、小作地７５，

３１２㎡で、茶、野菜を主体とした経営をされています。労働従事日数は２８０

日で、農業機械の所有状況は、トラック５台、茶摘採機２台、防除機、中刈機、

トラクター各１台となっています。 

 この件の担当調査員は、２番 基委員です。 

 以上です。 

 

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員２番 基委員調査報告

をお願いいたします。 

 

２番 

基 委員 

先月の分でも上がって参りましたけれども、国道４４８号線の新田グランド３

００ｍの所にございます。この部分も先月の分と出すつもりでしたけれども、書

類の都合で今月になりましたけれども、Ｎ委員である本人が決めていらっしゃい

ました。ご承知のとおりＮ委員でもありますし、何ら問題は無いと考えます。よ

ろしくお願いします。 

 

議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３０号のうち、受付番号３４３号を採決します。 

お諮りします。 

議案第３０号のうち、受付番号３４３号については、原案のとおり決定するこ

とにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 



議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３０号のうち、受付番号３４３号については、原案の

とおり決定しました。 

 

議 長 ここで、Ｔ委員の入室、及び Ｍ委員の退席を求めます。 

（Ｔ委員入室、Ｍ丸委員退出） 

 

議 長 次に、議案第３０号のうち、受付番号３４４号から３４８号についてを議題と

します。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、議案第３０号のうち、受付番号３４４号から３４８号までを説明い 

たします。 

３４４号から３４８号までの貸し人はＩ・Ａさん、Ｉ自治会在住の方です。申

請地は３４４号が田代川原字山神添６，３０９番１、地目は田、地積は８４２㎡、

３４５号が田代川原字山神添６，３０９番２、地目は田、地積は７３２㎡、３４

６号が田代川原字山神添６，３０９番３、地目は田、地積は４９２㎡、３４７号

が田代川原字山神添６，３１８番、地目は田、地積は８０６㎡、３４８号が田代

川原字山神添６，５４４番８、地目は田、地積は１，３６８㎡で、５筆の合計は

４，２４０㎡となっています。貸付期間は、平成２７年１月１日から平成３６年

１２月１４日までで、小作料金は全部で米（籾）で４俵となっています。 

借り人は、Ｍ・Ｔさん、Ｉ自治会在住の方です。 

経営状況は、世帯員３名、従事者３名、自作地２１，５１６㎡で、水稲、肉用

牛を主体とした経営をされています。労働従事日数は２５０日で、農業機械の所

有状況は、トラクター２台、２ｔダンプ、タイヤショベル、軽トラック、田植機

各１台となっています。 

 この件の担当調査員は、１４番 貫見委員です。 

 以上です。 

  

議 長 ただいま、事務局から説明がありましたが、担当調査員の１４番 貫見委員、

調査報告をお願いいたします。 

 

１４番 

貫見委員 

 報告いたします。 

 ３４４号から３４８号の借り人のＭ・ＴさんはＮ委員でもあられます。認定農

家でもあられますし、後継者もおられまして、意欲と能力のある方であると思わ

れますので、何ら問題は無いかと思われますので、よろしくお願いいたします。 

 

 



議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３０号のうち、受付番号３４４号から３４８号までを採決し

ます。 

お諮りします。 

議案第３０号のうち、受付番号３４４号から３４８号については、原案のとお

り決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３０号のうち、受付番号３４４号から３４８号につい

ては、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 ここでＭ委員の入室を求めます。 

（Ｍ委員入室） 

 

議 長  次に、「議案第３１号 非農地証明願い」についてを議題とします。 

 事務局の説明をお願いします。 

 

事務局 それでは、「議案第３１号 非農地証明願いについて」を説明いたします。 

受付番号９号の申請人は、Ｕ・Ｍさん、Ｋ市在住の方です。 

申請地は、城元字坂ノ上２，５９６番２、地積は７２３㎡、地目は台帳では畑

となっていますが、現況は山林となっています。 

この件の担当調査委員は、１７番 鳥越委員です。 

以上です。 

 

議 長 ただいま説明がありましたが、担当調査員 鳥越委員、調査報告をお願いしま

す。 

 

１７番 

鳥越委員 

Ｕ・Ｍさんですけれども、お父さんのＴ・Ｔさんが２０年ぐらい前に杉を植え

られて、今回亡くなられて名義を変えようとしたところ、台帳が畑でしたけれど

も現況が山林ということで、非農地証明をお願いしたいということでした。よろ

しくお願いいたします。 



議 長 ありがとうございました。 

ただいま、担当調査員から調査報告がありましたが、質疑はありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「なし」の声） 

 

議 長 質疑なしと認めます。 

これから、議案第３１号を採決します。 

お諮りします。 

議案第３１号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

委 員 （委員の中から「異議なし」の声） 

 

議 長 異議なしと認めます。 

したがいまして、議案第３１号については、原案のとおり決定しました。 

 

議 長 以上で、平成２６年１２月錦江町農業委員会定例総会の附議事項の協議を終了

いたします。 

 

 

 

 

 

錦江町農業委員会会議規則第２３条第２号の規定により署名する。 

  

会 長 

  

                          １２番 

 

                          １３番 

 

議事録調整者 窪 和人 


